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	減免する場合
	減免率

	1　町又は教育委員会の関係機関が主催する場合
	10分の10

	2　社会教育（体育）関係団体の活動で公益上必要と認める場合
	10分の10

	3　社会教育（体育）関係団体の加盟団体の活動で公益上必要と認める場合
	10分の5

	4　その他教育委員会が特に認める場合
	10分の10又は10分の5



